
システムの構成

危機管理部門
〔災害時要援護者の支援〕

福祉部門
〔要援護者台帳整備〕

消防局
〔救助対象者確認〕

システム部門
〔地図整備、システムメンテナンス〕

■背景

内閣府では平成16年に発生した一連の風水害による犠牲者の半数以上が高齢者であったことから、高齢者等の

災害時要援護者の避難支援などについて検討を進め、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成17年3月)

が取りまとめられ、市町村では具体的な避難支援計画の策定等の取り組みが必要とされています。

■要援護者支援システムとは

要援護者の情報を管理し、災害予測範囲に住んでいる要援護者を地図上で特定し、迅速に避難支援計画を策

定できるWebシステムです。

要援護者の避難支援計画を策定するには日ごろから要援護者の情報を把握し、関連部局で情報共有されてい

ることが重要となります。

本システムでは要援護者の台帳を一元管理し、関連部局にて情報の共有を行うことが可能となります。

平常時の要援護者の登録や更新などの管理作業を容易にし、要援護者のリストなどを簡単に作成することがで

きます。

要援護者の位置情報を管理することにより、要援護者がどこにいるのかを視覚的に把握することができます。さ

らに、災害地点からの任意の距離内や任意の地域の要援護者を簡単に抽出することも可能で、避難所別や地区別

の要援護者リストなどが簡単に作成できます。

庁内LAN環境

本システムは総務省「平成21年度 地域ICT利活用モデル構築事業」により作成したシステムのため、

導入支援等の最小コストで構築することが可能です。

あなたの町の『災害時要援護者』支援対策をお手伝いします。

災害時に、地域の共助・公助を支援するシステムです。
1.平時から要援護者の情報をGIS(地理情報システム)を用いて収集・管理

2.具体的な避難支援計画が策定可能

3.災害時要援護者の避難支援ガイドラインに準拠
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人と地球の未来のために

【お問い合わせ先】

〒154-8585　　東京都世田谷区駒沢 3-15-1

〒224-0025　　神奈川県横浜市都筑区早渕 2-2-2

〒421-0212　　静岡県焼津市利右衛門 1334-5

〒559-8519　　大阪府大阪市住之江区南港北 1-24-22

〒900-0003　　沖縄県那覇市安謝 2-6-19

〒060-0062　　北海道札幌市中央区南二条西 9-1-2（サンケン札幌ビル）

〒980-0012　　宮城県仙台市青葉区錦町 1-1-11

〒455-0032　　愛知県名古屋市港区入船 1-7-15

〒730-0841　　広島県広島市中区舟入町 6-5

〒780-0053　　高知県高知市駅前町 2-16(太陽生命高知ビル)

〒812-0055　　福岡県福岡市東区東浜 1-5-12

情報システム事業本部 〒370-0841 群馬県高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー5階

TEL： 027-327-5431    E-mail： youengo@ideacon.co.jp

〔2010.7〕

※本システムは、 「災害時要援護者の避難支援ガイドライン｣(H18年3月 内閣府 )の内容に準じて構築しています。

※本システムは、 「平成21年度 地域 ICT利活用モデル構築事業」 として総務省から委託を受け、 千葉県市川市が構築したシステムです。

要援護者支援システム画面例

災害を想定した区域を指定し、
区域内の要援護者を抽出できます。

要援護者台帳を登録する際に地図
上に居場所を登録します。後から居
場所の変更も可能です。

■主な特長

1. 要援護者のリストを簡単に作成
自治会別や避難所別に要援護者のリストを簡単に作成することができ、災害時の避難支援などに役立ちます。

2. 要援護者の居住地、避難所、自治会を自動的に特定

3. 地図上で要援護者の所在地を把握可能
GISを活用した地図からの検索が可能であり、地図上で要援護者の所在地を把握することができます。

4. 要援護者の検索が簡単
要援護者について、被災中心地から距離を指定した検索や、地図から任意のエリアにおける検索ができます。

5. 要援護者の情報登録が効率的に作業可能
住民情報データーベースとの連携が可能であり、住民情報から要援護者の情報登録作業が効率的に行えます。

6. 各自治体に無償にて配布可能
本システムは「平成21年度 地域ICT利活用モデル構築事業」として総務省から千葉県市川市に委託され、市川

市より当社が受注し、開発しました。なお、各自治体には無償にて配布可能です。したがって、初期開発の費用は

一切かからないため、非常に安価にシステムの導入が可能です。(初期セットアップ・カスタマイズ費用は別途お見積りいたします)

7. ライセンス費用は必要なし
本システムは、オープンソースソフトウェアを利用しているため、ソフトウェアライセンス料は一切発生いたしません。
(地図、およびアドレスマッチングを行なうための住所辞書は、各自治体にてご用意願います。用意できない場合や用意できても地図変換等が

必要となる場合は弊社に相談連絡ください。)
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